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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ素子を載置するリードフレームにおいて、
　ＬＥＤ素子を載置する載置面を有するダイパッドと、
　ダイパッド周囲に設けられるとともに導電部が接続されるボンディング面を有するリー
ド部とを備え、
　ダイパッドの載置面およびリード部のボンディング面には、ＬＥＤ素子及び導電部を取
り囲む凹部を有する外側樹脂部の脱落を防止する平面角丸矩形状のアンカー溝が形成され
、
　前記平面角丸矩形状のアンカー溝は、ダイパッド及びリード部の前記外側樹脂部と接す
る面に形成されるとともに、ダイパッドとリード部との間の空間を除き、ダイパッドとリ
ード部の双方にまたがるように形成されていることを特徴とするリードフレーム。
【請求項２】
　樹脂付リードフレームにおいて、
　リードフレームと、
　リードフレームに設けられた外側樹脂部とを備え、
　リードフレームは、
　ＬＥＤ素子を載置する載置面を有するダイパッドと、
　ダイパッド周囲に設けられるとともに導電部が接続されるボンディング面を有するリー
ド部とを有し、
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　ダイパッドの載置面およびリード部のボンディング面には、ＬＥＤ素子及び導電部を取
り囲む凹部を有する外側樹脂部の脱落を防止する平面角丸矩形状のアンカー溝が形成され
、
　前記平面角丸矩形状のアンカー溝は、ダイパッド及びリード部の前記外側樹脂部と接す
る面に形成されるとともに、ダイパッドとリード部との間の空間を除き、ダイパッドとリ
ード部の双方にまたがるように形成されていることを特徴とする樹脂付リードフレーム。
【請求項３】
　半導体装置において、
　ダイパッドと、ダイパッド周囲に設けられたリード部とを有するリードフレームと、
　リードフレームに設けられた外側樹脂部と、
　リードフレームのダイパッドに載置されたＬＥＤ素子と、
　リードフレームのリード部と半導体素子とを電気的に接続する導電部と、
　半導体素子と導電部とを封止する封止樹脂部とを備え、
　リードフレームのダイパッドは、ＬＥＤ素子を載置する載置面を有し、
　リード部は、導電部が接続されるボンディング面を有し、
　ダイパッドの載置面およびリード部のボンディング面には、ＬＥＤ素子及び導電部を取
り囲む凹部を有する外側樹脂部の脱落を防止する平面角丸矩形状のアンカー溝が形成され
、
　前記平面角丸矩形状のアンカー溝は、ダイパッド及びリード部の前記外側樹脂部と接す
る面に形成されるとともに、ダイパッドとリード部との間の空間を除き、ダイパッドとリ
ード部の双方にまたがるように形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　半導体素子を載置するリードフレームにおいて、
　半導体素子を載置する載置面を有するダイパッドと、
　ダイパッド周囲に設けられたリード部とを備え、
　ダイパッドの載置面に、深さが浅い第１凹部と、第１凹部中央に位置するとともに深さ
が深い第２凹部とからなる載置凹部を形成したことを特徴とするリードフレーム。
【請求項５】
　半導体素子はＬＥＤ素子からなり、第１凹部の側壁は、ダイパッドの表面側から第２凹
部側に向かう湾曲面を形成し、この湾曲面は、ＬＥＤ素子からの光を反射する反射面とし
て機能することを特徴とする請求項４記載のリードフレーム。
【請求項６】
　第１凹部はエッチングにより形成され、第２凹部はプレスにより形成されることを特徴
とする請求項４または５記載のリードフレーム。
【請求項７】
　半導体装置において、
　ダイパッドと、ダイパッド周囲に設けられたリード部とを有するリードフレームと、
　リードフレームのダイパッドに載置された半導体素子と、
　リードフレームのリード部と半導体素子とを電気的に接続する導電部と、
　半導体素子と導電部とを封止する封止樹脂部とを備え、
　リードフレームのダイパッドは、半導体素子を載置する載置面を有し、
　ダイパッドの載置面に、深さが浅い第１凹部と、第１凹部中央に位置するとともに深さ
が深い第２凹部とからなる載置凹部を形成し、この載置凹部内に半導体素子を載置したこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　半導体素子は、載置凹部の第２凹部内に収容された取付材料を介して載置凹部内に載置
されていることを特徴とする請求項７記載の半導体装置。
【請求項９】
　半導体素子はＬＥＤ素子からなり、このＬＥＤ素子を取り囲む凹部を有する外側樹脂部
が設けられ、封止樹脂部は、外側樹脂部の凹部内に充填されていることを特徴とする請求
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項７または８記載の半導体装置。
【請求項１０】
　半導体素子はＬＥＤ素子からなり、第１凹部の側壁は、ダイパッドの表面側から第２凹
部側に向かう湾曲面を形成し、この湾曲面は、ＬＥＤ素子からの光を反射する反射面とし
て機能することを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項１１】
　第１凹部はエッチングにより形成され、第２凹部はプレスにより形成されることを特徴
とする請求項７乃至１０のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項１２】
　半導体素子を載置する載置面を有するダイパッドと、ダイパッド周囲に設けられたリー
ド部とを有するリードフレームの製造方法において、
　金属基板を準備する工程と、
　金属基板の表裏に、それぞれエッチング用レジスト層を形成する工程と、
　エッチング用レジスト層を耐腐蝕膜として金属基板の表裏にエッチングを施すことによ
り、ダイパッドおよびリード部を形成するとともに、ダイパッドの載置面に、深さが浅い
第１凹部を形成する工程と、
　第１凹部の中央に、プレスにより、第１凹部より深さが深い第２凹部を形成する工程と
を備えたことを特徴とするリードフレームの製造方法。
【請求項１３】
　半導体装置の製造方法において、
　請求項１２記載のリードフレームの製造方法によりリードフレームを製造する工程と、
　リードフレームのダイパッドの載置凹部内に半導体素子を載置する工程と、
　半導体素子とリード部とを導電部により接続する工程と、
　半導体素子と導電部とを封止樹脂部により封止する工程とを備えたことを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ素子等の半導体素子を載置するために用いられるリードフレームおよ
びその製造方法、ならびにこのようなリードフレームを含む半導体装置およびその製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に半導体装置としては、リードフレームにＩＣチップ、ＬＳＩチップなどの半導体
素子を搭載し、これを絶縁性樹脂で封止した構造をもつ半導体装置が存在する。このよう
な半導体装置においては、高集積化および小型化が進むに従ってパッケージの構造が、Ｓ
ＯＪ（Small Outline J-Leaded Package）やＱＦＰ（Quad Flat Package）のような、樹
脂パッケージの側壁から外部リードが外側に突出したタイプを経て、外部リードが外側に
突出せず、樹脂パッケージの裏面に外部リードが露出するように埋設された薄型で実装面
積の小さいパッケージタイプに進展している。
【０００３】
　このような薄型の半導体装置（半導体パッケージ）としては、例えばＱＦＮ（Quad Fla
t Non-leaded Package）タイプのものや、ＳＯＮ（Small Outline Non-leaded Package）
タイプのもの等が知られている（例えば特許文献１参照）。また、このような薄型の半導
体装置の中には下面実装型のものが存在し、下面実装型の半導体装置は、半導体素子を搭
載する下面実装型のリードフレームを有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３５４０６号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで近年、下面実装型の半導体装置を更に薄型化することが求められている。半導
体装置の薄型化を図る場合、例えばリードフレームの厚みを更に薄くすることが考えられ
る。しかしながら、リードフレーム全体の厚みを大幅に薄くした場合、リードフレームの
製造工程または半導体装置の製造工程において、リードフレームをハンドリングすること
が困難になるという問題が生じる。この結果、リードフレームの製造および半導体装置の
製造に支障を来すおそれがある。
【０００６】
　本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、リードフレームのうち半導体素
子を載置する部分のみを選択的に薄くすることにより、リードフレームのハンドリング性
を損なうことなく半導体装置の厚みを薄くすることが可能なリードフレームおよびその製
造方法、ならびに半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、半導体素子を載置するリードフレームにおいて、半導体素子を載置する載置
面を有するダイパッドと、ダイパッド周囲に設けられたリード部とを備え、ダイパッドの
載置面に、深さが浅い第１凹部と、第１凹部中央に位置するとともに深さが深い第２凹部
とからなる載置凹部を形成したことを特徴とするリードフレームである。
【０００８】
　本発明は、半導体素子はＬＥＤ素子からなり、第１凹部の側壁は、ダイパッドの表面側
から第２凹部側に向かう湾曲面を形成し、この湾曲面は、ＬＥＤ素子からの光を反射する
反射面として機能することを特徴とするリードフレームである。
【０００９】
　本発明は、第１凹部はエッチングにより形成され、第２凹部はプレスにより形成される
ことを特徴とするリードフレームである。
【００１０】
　本発明は、半導体装置において、ダイパッドと、ダイパッド周囲に設けられたリード部
とを有するリードフレームと、リードフレームのダイパッドに載置された半導体素子と、
リードフレームのリード部と半導体素子とを電気的に接続する導電部と、半導体素子と導
電部とを封止する封止樹脂部とを備え、リードフレームのダイパッドは、半導体素子を載
置する載置面を有し、ダイパッドの載置面に、深さが浅い第１凹部と、第１凹部中央に位
置するとともに深さが深い第２凹部とからなる載置凹部を形成し、この載置凹部内に半導
体素子を載置したことを特徴とする半導体装置である。
【００１１】
　本発明は、半導体素子は、載置凹部の第２凹部内に収容された取付材料を介して載置凹
部内に載置されていることを特徴とする半導体装置である。
【００１２】
　本発明は、半導体素子はＬＥＤ素子からなり、このＬＥＤ素子を取り囲む凹部を有する
外側樹脂部が設けられ、封止樹脂部は、外側樹脂部の凹部内に充填されていることを特徴
とする半導体装置である。
【００１３】
　本発明は、半導体素子はＬＥＤ素子からなり、第１凹部の側壁は、ダイパッドの表面側
から第２凹部側に向かう湾曲面を形成し、この湾曲面は、ＬＥＤ素子からの光を反射する
反射面として機能することを特徴とする半導体装置である。
【００１４】
　本発明は、第１凹部はエッチングにより形成され、第２凹部はプレスにより形成される
ことを特徴とする半導体装置である。
【００１５】
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　本発明は、半導体素子を載置する載置面を有するダイパッドと、ダイパッド周囲に設け
られたリード部とを有するリードフレームの製造方法において、金属基板を準備する工程
と、金属基板の表裏に、それぞれエッチング用レジスト層を形成する工程と、エッチング
用レジスト層を耐腐蝕膜として金属基板の表裏にエッチングを施すことにより、ダイパッ
ドおよびリード部を形成するとともに、ダイパッドの載置面に、深さが浅い第１凹部を形
成する工程と、第１凹部の中央に、プレスにより、第１凹部より深さが深い第２凹部を形
成する工程とを備えたことを特徴とするリードフレームの製造方法である。
【００１６】
　本発明は、半導体装置の製造方法において、リードフレームの製造方法によりリードフ
レームを製造する工程と、リードフレームのダイパッドの載置凹部内に半導体素子を載置
する工程と、半導体素子とリード部とを導電部により接続する工程と、半導体素子と導電
部とを封止樹脂部により封止する工程とを備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法
である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ダイパッドの載置面に、深さが浅い第１凹部と、第１凹部中央に位置
するとともに深さが深い第２凹部とからなる載置凹部を形成したので、載置凹部全体の深
さを十分深くするとともに、半導体素子が載置される領域を平坦化することができる。こ
れにより、リードフレームの機械的強度を維持し、ハンドリング性を損なうことなく半導
体装置を薄くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるリードフレームを示す平面図および断面図。
【図２】本発明の第１の実施の形態によるリードフレームのダイパッドに形成された載置
凹部を示す部分拡大断面図。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるリードフレームの変形例を示す断面図。
【図４】本発明の第１の実施の形態による樹脂付リードフレームを示す断面図。
【図５】本発明の第１の実施の形態による半導体装置を示す断面図。
【図６】本発明の第１の実施の形態によるリードフレームの製造方法を示す断面図。
【図７】本発明の第１の実施の形態による半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図８】本発明の第１の実施の形態による半導体装置の部分拡大断面図。
【図９】本発明の第１の実施の形態による半導体装置と、比較例としての半導体装置（比
較例１）とを比較して示す断面図。
【図１０】比較例２、３としての半導体装置を示す部分拡大断面図。
【図１１】本発明の第２の実施の形態による半導体装置を示す断面図。
【図１２】本発明の第３の実施の形態によるリードフレームおよび半導体装置を示す断面
図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　（第１の実施の形態）
　以下、本発明の第１の実施の形態について、図１乃至図１０を参照して説明する。
【００２０】
　リードフレームの構成
　まず、図１および図２により、本実施の形態によるリードフレームの概略について説明
する。図１（ａ）は、本実施の形態によるリードフレームを示す平面図、図１（ｂ）は図
１（ａ）中のＡＡ’線に沿った断面図であり、図２は、ダイパッドの載置凹部を示す部分
拡大断面図である。図３は、本実施の形態によるリードフレームの変形例を示す断面図で
ある。
【００２１】
　図１（ａ）（ｂ）に示すように、リードフレーム１０は、半導体素子２１（後述）を載
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置するために用いられるものである。このようなリードフレーム１０は、ダイパッド１１
と、ダイパッド１１の周囲に空間１３を介して設けられたリード部１２とを備えている。
【００２２】
　ダイパッド１１およびリード部１２は、１枚の金属基板をエッチング加工することによ
り形成されたものである。ダイパッド１１およびリード部１２の材料としては、例えば銅
、銅合金、４２合金（Ｎｉ４１％のＦｅ合金）等を挙げることができる。このダイパッド
１１およびリード部１２の厚みは、半導体装置の構成にもよるが、０．０５ｍｍ～０．５
ｍｍとすることが好ましい。
【００２３】
　ダイパッド１１の表面（図１（ｂ）の上面）には、後述する半導体素子２１を載置する
載置面１１ａが形成されている。他方、ダイパッド１１の裏面（図１（ｂ）の下面）には
、図示しない外部の電極に接続される第１アウターリード部２７が形成されている。
【００２４】
　またリード部１２の表面（図１（ｂ）の上面）には、後述するボンディングワイヤ２２
が接続されるボンディング面１２ａが形成されている。他方、リード部１２の裏面（図１
（ｂ）の下面）には、図示しない外部の電極に接続される第２アウターリード部２８が形
成されている。
【００２５】
　本実施の形態において、ダイパッド１１の載置面１１ａには、半導体素子２１を収容す
る載置凹部１４が形成されている。この載置凹部１４は、深さが相対的に浅い第１凹部１
５と、第１凹部１５中央に位置するとともに、深さが相対的に深い第２凹部１６とからな
っている。このうち第１凹部１５は、後述するようにエッチングにより形成されたもので
あり、第２凹部１６は、プレスにより形成されたものである。
【００２６】
　すなわち図２に示すように、載置凹部１４において、第１凹部１５の深さｄ１より第２
凹部１６の深さｄ２の方が深くなっている（ｄ１＜ｄ２）。ここで、第１凹部１５および
第２凹部１６の深さとは、載置面１１ａのうち載置凹部１４が形成されていない表面１１
ｂからの深さをいう。なお第１凹部１５の深さｄ１は、例えば０．０３ｍｍ～０．３ｍｍ
とすることができ、第２凹部１６の深さｄ２は、例えば０．０４ｍｍ～０．４ｍｍとする
ことができる。
【００２７】
　第１凹部１５は、その全周にわたって形成された側壁１５ａを有している。この第１凹
部１５の側壁１５ａは、ダイパッド１１のうち載置凹部１４が形成されていない表面１１
ｂ側から第２凹部１６側に向かう湾曲面を形成している。半導体素子２１としてＬＥＤ素
子を用いる場合、第１凹部１５の側壁１５ａである湾曲面を、ＬＥＤ素子からの光を反射
する反射面として機能させることができる。
【００２８】
　一方、第２凹部１６は、底面１６ａと、底面１６ａ外周に形成された側壁１６ｂとを有
している。このうち側壁１６ｂは、その上端が第１凹部１５の側壁１５ａに連接している
。また底面１６ａは、プレスにより平坦に形成されている。なお底面１６ａの平面形状は
限定されないが、例えば円形、楕円形または多角形（たとえば角丸の矩形）等とすること
ができる。
【００２９】
　なお、例えば半導体素子２１がＬＥＤ素子からなる場合、図３に示すように、リードフ
レーム１０の表面にめっき層２５を形成することが好ましい。このめっき層２５は、半導
体素子２１からの光を反射するための反射層として機能するものである。めっき層２５は
、ダイパッド１１の載置面１１ａ上、載置凹部１４内、およびリード部１２のボンディン
グ面１２ａ上に形成することが好ましいが、とりわけ、半導体素子２１からの光を効果的
に反射させるため、第１凹部１５の側壁１５ａに形成することが好ましい。めっき層２５
の構成は反射層として機能するものであれば問わないが、例えば下地層としての銅めっき
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層と、銅めっき層上の反射用銀めっき層とからなっていても良い。あるいは、めっき層２
５が、下地層としての銅めっき層と、銅めっき層上の反射用金めっき層とからなっていて
も良い。なおめっき層２５の厚みは、例えば１μｍ～５μｍとすることが好ましい。
【００３０】
　なおリードフレーム１０において、このようなめっき層２５を設けない構成も可能であ
ることは勿論である。
【００３１】
　また図１（ａ）に示すように、ダイパッド１１の載置面１１ａおよびリード部１２のボ
ンディング面１２ａには、（空間１３を除き）平面角丸矩形状のアンカー溝１７が形成さ
れている。このアンカー溝１７は、後述するように、外側樹脂部２３がダイパッド１１お
よびリード部１２から脱落することを防止する役割を果たす。
【００３２】
　図１（ａ）（ｂ）および図３において、リードフレーム１０が１つのダイパッド１１と
１つのリード部１２とを有する場合を示している。しかしながらこれに限らず、リードフ
レーム１０が複数のダイパッド１１と複数のリード部１２とを有していても良い。又、１
つのダイパッド１１上に複数の載置凹部１４を設けてもよく、この場合は１つのダイパッ
ド上に複数の半導体素子２１を搭載できる。さらに、ダイパッド１１およびリード部１２
を実際に製造する場合は、リードフレーム１０の枠もしくは隣接するダイパッド１１やリ
ードと機械的に接続する補助接続部材１８（図１（ａ）に２点鎖線で表示）が必要である
が、これらの補助接続部材は半導体装置２０をダイシングなどの手段で個片化する際に除
去される。
【００３３】
　樹脂付リードフレームの構成
　次に図４により、本実施の形態による樹脂付リードフレームの概略について説明する。
図４は、本実施の形態による樹脂付リードフレームを示す断面図である。
【００３４】
　図４に示すように、樹脂付リードフレーム３０は、図１（ａ）（ｂ）に示すリードフレ
ーム１０と、リードフレーム１０に設けられた外側樹脂部２３とを備えている。これらリ
ードフレーム１０と外側樹脂部２３とは、互いに一体に結合されている。
【００３５】
　このうち外側樹脂部２３は、その一部分がダイパッド１１とリード部１２との間の空間
１３に埋設されるとともに、他の一部分がリードフレーム１０の上方に突設している。ま
た外側樹脂部２３は、ダイパッド１１の載置面１１ａおよびリード部１２のボンディング
面１２ａを外側樹脂部２３の側壁面で取り囲む凹部２３ｃを有している。ここで、リード
フレーム１０と外側樹脂部２３とは、互いに一体に結合されている。リードフレーム１０
の外側樹脂部２３と接する面には、上述したようにアンカー溝１７が形成されており、外
側樹脂部２３の樹脂がアンカー溝１７を満たすことで外側樹脂部２３の脱落を防止してい
る。
【００３６】
　なおリードフレーム１０の構成については、図１（ａ）（ｂ）を用いて既に説明したの
で、同一部分には同一の符号を付して、ここでは詳細な説明は省略する。
【００３７】
　半導体装置の構成
　次に、図５により、本実施の形態による半導体装置について説明する。図５は、本実施
の形態による半導体装置（ＳＯＮタイプ）を示す断面図である。以下において、半導体素
子２１がＬＥＤ素子からなる場合について説明するが、半導体素子２１としてＬＥＤ素子
以外の半導体素子を用いることも可能である。
【００３８】
　図５に示す半導体装置２０は、図１（ａ）（ｂ）に示すリードフレーム１０を用いるこ
とにより作製されたものである。このような半導体装置２０は、ダイパッド１１と、ダイ
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パッド１１周囲に設けられたリード部１２とを有するリードフレーム１０と、リードフレ
ーム１０のダイパッド１１に載置された半導体素子２１とを備えている。またリード部１
２と半導体素子２１とが、ボンディングワイヤ（導電部）２２により電気的に接続されて
いる。
【００３９】
　ダイパッド１１とリード部１２との間の空間１３には、外側樹脂部２３が充填されてい
る。また外側樹脂部２３は、半導体素子２１およびボンディングワイヤ２２を取り囲むよ
うに形成された凹部２３ｃを有している。なお凹部２３ｃの深さは、０．１ｍｍ～０．５
ｍｍとすることが可能である。
【００４０】
　またダイパッド１１の載置面１１ａに、載置凹部１４が形成されている。この載置凹部
１４は、深さが浅い第１凹部１５と、第１凹部１５の中央に位置するとともに、深さが深
い第２凹部１６とからなっている。そして上述した半導体素子２１は、載置面１１ａの載
置凹部１４内であって、第２凹部１６の平坦な底面１６ａ上に載置されている。
【００４１】
　さらに半導体素子２１とボンディングワイヤ２２とは、透光性の封止樹脂部２４によっ
て封止されている。この封止樹脂部２４は、外側樹脂部２３の凹部２３ｃ内に充填されて
いる。
【００４２】
　以下、このような半導体装置２０を構成する各構成部材について、順次説明する。
【００４３】
　本実施の形態において、半導体素子２１はＬＥＤ素子からなっている。この場合、半導
体素子２１は、発光層として例えばＧａＰ、ＧａＡｓ、ＧａＡｌＡｓ、ＧａＡｓＰ、Ａｌ
ＩｎＧａＰ、またはＩｎＧａＮ等の化合物半導体単結晶からなる材料を適宜選ぶことによ
り、紫外光から赤外光に渡る発光波長を選択することができる。このような半導体素子２
１としては、従来一般に用いられているものを使用することができる。
【００４４】
　また半導体素子２１は、載置凹部１４の第２凹部１６内に収容された取付材料２６によ
り、ダイパッド１１の載置凹部１４内に載置されて固定されている。なお、取付材料２６
は、はんだまたはダイアタッチ材（ダイボンディングペースト）からなっていても良い。
取付材料２６としてダイボンディングペーストを用いる場合、耐光性のあるエポキシ樹脂
やシリコーン樹脂からなるダイボンディングペーストを選択することが可能である。
【００４５】
　ボンディングワイヤ２２は、例えば金等の導電性の良い材料からなり、その一端が半導
体素子２１の端子部２１ａに接続されるとともに、その他端がリード部１２のボンディン
グ面１２ａ上に接続されている。
【００４６】
　外側樹脂部２３は、例えばリードフレーム１０上に熱可塑性樹脂を射出成形またはトラ
ンスファ成形することにより形成されたものである。外側樹脂部２３の形状は、射出成形
またはトランスファ成形に使用する金型の設計により、様々に実現することが可能である
。例えば、外側樹脂部２３の全体形状を直方体、円筒形および錐形等の形状とすることが
可能である。凹部２３ｃの底面は、円形、楕円形または多角形（たとえば角丸の矩形）等
とすることができる。凹部２３ｃの側壁の断面形状は、図５のように直線から構成されて
いても良いし、あるいは曲線から構成されていてもよい。
【００４７】
　外側樹脂部２３に使用される熱可塑性樹脂については、特に耐熱性、耐候性および機械
的強度に優れたものを選ぶことが望ましい。熱可塑性樹脂の種類としては、ポリアミド、
ポリフタルアミド、ポリフェニレンサルファイド、液晶ポリマー、ポリエーテルサルホン
、シリコーン、エポキシ、ポリエーテルイミドおよびポリブチレンテレフタレート等を使
用することができる。さらにまた、これらの樹脂中に光反射剤として、二酸化チタン、二
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酸化ジルコニウム、チタン酸カリウム、窒化アルミニウムおよび窒化ホウ素のうちいずれ
かを添加することによって、凹部２３ｃの底面及び側面において、半導体素子２１からの
光の反射率を増大させ、半導体装置２０全体の光取り出し効率を増大させることが可能と
なる。
【００４８】
　封止樹脂部２４としては、光の取り出し効率を向上させるために、半導体装置２０の発
光波長において光透過率が高く、また屈折率が高い材料を選択するのが望ましい。したが
って耐熱性、耐候性、及び機械的強度が高い特性を満たす樹脂として、エポキシ樹脂やシ
リコーン樹脂を選択することが可能である。特に、半導体素子２１として高輝度ＬＥＤを
用いる場合、封止樹脂部２４が強い光にさらされるため、封止樹脂部２４は高い耐候性を
有するシリコーン樹脂からなることが好ましい。
【００４９】
　なお、リードフレーム１０の構成については、図１（ａ）（ｂ）を用いて既に説明した
ので、同一部分には同一の符号を付して、ここでは詳細な説明は省略する。
【００５０】
　リードフレームの製造方法
　次に、図１（ａ）（ｂ）に示すリードフレーム１０の製造方法について、図６（ａ）－
（ｆ）を用いて説明する。図６（ａ）－（ｆ）は、本実施の形態によるリードフレームの
製造方法を示す断面図である。なお図６（ａ）－（ｆ）において、リードフレーム１０が
複数のダイパッド１１および複数のリード部１２を有する場合を例にとって説明する。
【００５１】
　まず図６（ａ）に示すように、平板状の金属基板３１を準備する。この金属基板３１と
しては、上述のように銅、銅合金、４２合金（Ｎｉ４１％のＦｅ合金）等からなる基板を
使用することができる。なお金属基板３１は、その両面に対して脱脂等を行い洗浄処理を
施したものを使用することが好ましい。
【００５２】
　次に、金属基板３１の表裏全体にそれぞれ感光性レジスト３２ａ、３３ａを塗布し、こ
れを乾燥する（図６（ｂ））。なお感光性レジスト３２ａ、３３ａとしては、従来公知の
ものを使用することができる。
【００５３】
　続いて、この金属基板３１に対してフォトマスクを介して露光し、現像することにより
、所望の開口部３２ｂ、３３ｂを有するエッチング用レジスト層３２、３３を形成する（
図６（ｃ））。
【００５４】
　次に、エッチング用レジスト層３２、３３を耐腐蝕膜として金属基板３１に腐蝕液でエ
ッチングを施す（図６（ｄ））。腐蝕液は、使用する金属基板３１の材質に応じて適宜選
択することができる。例えば、金属基板３１として銅を用いる場合、通常、塩化第二鉄水
溶液を使用し、これは金属基板３１の両面からスプレーエッチングにて行うことができる
。
【００５５】
　次いで、図６（ｅ）に示すように、エッチング用レジスト層３２、３３を剥離して除去
する。このようにして、半導体素子２１を載置するダイパッド１１と、ダイパッド１１の
周囲に設けられ、半導体素子２１と電気的に接続されるリード部１２とが得られる。また
、ダイパッド１１の載置面１１ａには、相対的に深さが浅い第１凹部１５が形成される。
またダイパッド１１の載置面１１ａおよびリード部１２のボンディング面１２ａにアンカ
ー溝１７が形成される。
【００５６】
　次に、第１凹部１５の中央に、プレスにより、第１凹部１５より深さが深い第２凹部１
６を形成する（図６（ｆ））。この間、プレス金型３６が上方から下方に移動し、第１凹
部１５の中央を押圧することにより、平坦な底面１６ａを有する第２凹部１６が形成され
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る。このようにして、ダイパッド１１の載置面１１ａに、深さが浅い第１凹部１５と、第
１凹部１５中央に位置するとともに深さが深い第２凹部１６とからなる載置凹部１４が形
成される。
【００５７】
　以上の工程（図６（ａ）－（ｆ））により、図１（ａ）（ｂ）に示すリードフレーム１
０が得られる。
【００５８】
　なおその後、ダイパッド１１の載置面１１ａおよびリード部１２のボンディング面１２
ａに電解めっきを施すことにより、この載置面１１ａおよびボンディング面１２ａに金属
（例えば金または銀）を析出させ、めっき層２５を形成してもよい。この場合、図３に示
すリードフレーム１０が得られる。
【００５９】
　半導体装置の製造方法
　次に、図５に示す半導体装置２０の製造方法について、図７（ａ）－（ｆ）により説明
する。図７（ａ）－（ｆ）は、本実施の形態による半導体装置の製造方法を示す断面図で
ある。
【００６０】
　まず、上述した工程により（図６（ａ）－（ｆ））、ダイパッド１１と、ダイパッド１
１の周囲に設けられたリード部１２とを備えたリードフレーム１０を準備する。このリー
ドフレーム１０において、ダイパッド１１の載置面１１ａに、深さが浅い第１凹部１５と
、第１凹部１５中央に位置するとともに深さが深い第２凹部１６とからなる載置凹部１４
が形成されている。
【００６１】
　次に、リードフレーム１０に対して熱可塑性樹脂を射出成形またはトランスファ成形す
ることにより、外側樹脂部２３を形成する（図７（ａ））。これにより、外側樹脂部２３
とリードフレーム１０とが互いに一体に結合される。またこのとき、射出成形またはトラ
ンスファ成形に使用する金型を適宜設計することにより、外側樹脂部２３に凹部２３ｃを
形成するとともに、この凹部２３ｃ底面において載置面１１ａおよびボンディング面１２
ａが外方に露出するようにする。この場合、外側樹脂部２３は、その一部分がダイパッド
１１とリード部１２との間の空間１３に充填されるとともに、他の一部分がリードフレー
ム１０の上方に向けて突設している。このようにして、図４に示す樹脂付リードフレーム
３０が得られる。
【００６２】
　次に、リードフレーム１０のダイパッド１１に、半導体素子２１を搭載する。より詳し
くは、ダイパッド１１の載置凹部１４内であって、第２凹部１６の平坦な底面１６ａ上に
半導体素子２１を載置する。この場合、例えばはんだまたはダイボンディングペーストか
らなる取付材料２６を用いて、半導体素子２１をダイパッド１１の第２凹部１６の平坦な
底面１６ａ上に載置して固定する（ダイアタッチ工程）（図７（ｂ））。
【００６３】
　次いで、半導体素子２１の端子部２１ａと、リード部１２のボンディング面１２ａとを
、ボンディングワイヤ２２によって電気的に接続する（ワイヤボンディング工程）（図７
（ｃ））。
【００６４】
　その後、外側樹脂部２３の凹部２３ｃ内に封止樹脂部２４を充填し、この封止樹脂部２
４により半導体素子２１とボンディングワイヤ２２とを封止する（図７（ｄ））。
【００６５】
　次に、各半導体素子２１間の外側樹脂部２３をダイシングすることにより、リードフレ
ーム１０を各半導体素子２１毎に分離する（図７（ｅ））。この際、まずリードフレーム
１０をダイシングテープ３７上に載置して固定し、その後、例えばダイヤモンド砥石等か
らなるブレード３８によって、各半導体素子２１間の外側樹脂部２３を垂直方向に切断す
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る。このとき、上述したように（図１（ａ）参照）、リードフレーム１０の補助接続部材
１８もダイシングと同時に除去される。
【００６６】
　このようにして、図５に示す半導体装置２０を得ることができる（図７（ｆ））。
【００６７】
　本実施の形態の作用効果
　次にこのような構成からなる本実施の形態の作用効果について、図８乃至図１０を用い
て説明する。図８は、本実施の形態による半導体装置の部分拡大断面図であり、図９は、
本実施の形態による半導体装置と、比較例としての半導体装置（比較例１）とを比較して
示す断面図である。図１０（ａ）（ｂ）は、それぞれ半導体装置の比較例２、３を示す部
分拡大断面図である。
【００６８】
　まず本実施の形態による半導体装置２０を図示しない配線基板上に配置するとともに、
第１アウターリード部２７と第２アウターリード部２８との間に電流を流す。この場合、
図８に示すように、ダイパッド１１上の半導体素子２１（ＬＥＤ素子）に電流が加わり、
半導体素子２１が点灯する。
【００６９】
　この際、半導体素子２１上面からの光は、封止樹脂部２４を通過して封止樹脂部２４の
表面２４ａから放出される（図８の符号Ｌ１）。他方、半導体素子２１側面からの光の一
部は、側壁１５ａの表面または取付材料２６の表面で反射することにより（図８の符号Ｌ

２、Ｌ３）、その進行方向を制御され、封止樹脂部２４の表面２４ａから放出する。この
ようにして、半導体素子２１からの光を効率良く取り出すことができる。
【００７０】
　とりわけ本実施の形態においては、第２凹部１６内に取付材料２６を収容しているので
、側壁１５ａの表面と取付材料２６の表面とを連続的になだらかに形成することができる
。また取付材料２６の量を増減することにより、取付材料２６の表面の形状を変化させる
ことができる。これにより半導体素子２１側面からの光の反射方向を制御することが可能
になる。
【００７１】
　また、本実施の形態による半導体装置２０においては、上述したように、ダイパッド１
１の載置面１１ａに、深さが浅い第１凹部１５と、第１凹部１５中央に位置するとともに
深さが深い第２凹部１６とからなる載置凹部１４を形成し、この載置凹部１４内に半導体
素子２１を載置している。このことにより、載置凹部１４全体の深さを十分深くすること
ができるとともに、半導体素子２１が載置される領域（底面１６ａ）を平坦化することが
できる。
【００７２】
　この結果、図９に示すように、載置凹部１４を設けない半導体装置１００（比較例１）
と比較した場合、半導体装置２０の厚みを薄くすることができる。具体的には、比較例１
の半導体装置１００と比較して、その厚みを例えば０．０３ｍｍ～０．４ｍｍ程度薄くす
ることができる（すなわちｔ＝約０．０３ｍｍ～０．４ｍｍ）。さらに本実施の形態によ
る半導体装置２０においては、リードフレーム１０のうち半導体素子２１を載置する部分
のみを選択的に薄くしており、リードフレーム１０全体を薄くしているのではない。した
がって、リードフレーム１０の製造工程または半導体装置２０の製造工程において、リー
ドフレーム１０の機械的強度が維持され、ハンドリング性が損なわれることがない。
【００７３】
　ところで、半導体素子２１を載置するための載置凹部をプレスのみによって形成するこ
とも考えられる（比較例２）。図１０（ａ）は、本実施の形態による半導体装置の比較例
２を示す図である。図１０（ａ）に示す半導体装置１０１（比較例２）において、ダイパ
ッド１１は、プレスのみによって形成された載置凹部１０４を有している。しかしながら
、この場合、載置凹部１０４の深さが十分に深くならないため、本実施の形態による半導
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体装置２０と比較して半導体装置１０１の厚みを十分に薄くすることができない。
【００７４】
　あるいは、半導体素子２１を載置するための載置凹部をハーフエッチングのみによって
形成することも考えられる（比較例３）。図１０（ｂ）は、本実施の形態による半導体装
置の比較例３を示す図である。図１０（ｂ）に示す半導体装置１０２（比較例３）におい
て、ダイパッド１１は、ハーフエッチングのみによって形成された載置凹部１０５を有し
ている。しかしながら、この場合、載置凹部１０５の底面のうち平坦な部分の面積を広く
することが難しいため、ここに半導体素子２１を安定して載置することは難しい。
【００７５】
　（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態による半導体装置について、図１１を参照して説明す
る。図１１は、本実施の形態による半導体装置を示す断面図である。図１１に示す実施の
形態は、外側樹脂部２３が設けられていない点が異なるものであり、他の構成は上述した
図１乃至図９に示す実施の形態と略同一である。図１１において、図１乃至図９に示す実
施の形態と同一部分には同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。
【００７６】
　図１１に示す半導体装置４０において、リードフレーム１０、半導体素子２１およびボ
ンディングワイヤ２２が、透光性の封止樹脂部２４によって一体として封止されている。
この場合、図５に示す半導体装置２０と異なり、外側樹脂部２３は設けられていない。封
止樹脂部２４の全体形状は、例えば直方体、円柱形または錐形とすることができる。
【００７７】
　なお、リードフレーム１０の構成は、図１（ａ）（ｂ）の構成と同一であるので、ここ
では詳細な説明は省略する。
【００７８】
　本実施の形態によるリードフレームの製造方法については、図６（ａ）－（ｆ）を用い
て説明した方法と同様である。また本実施の形態による半導体装置の製造方法については
、外側樹脂部２３を形成する工程（図７（ａ））を除くほか、図７（ａ）－（ｅ）を用い
て説明した方法と略同様であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００７９】
　本実施の形態においては、第１凹部１５の側壁１５ａの表面および取付材料２６の表面
が、半導体素子２１（ＬＥＤ素子）からの光を反射する反射面として機能するので、外側
樹脂部２３を設けなくても光の反射方向を制御することができる。この場合、外側樹脂部
２３を設ける工程が必要ないので、半導体装置４０の製造コストを低減することが可能と
なる。
【００８０】
　（第３の実施の形態）
　次に、本発明の第３の実施の形態によるリードフレームおよび半導体装置について、図
１２を参照して説明する。図１２は、本実施の形態によるリードフレームおよび半導体装
置を示す断面図である。図１２に示す実施の形態は、ダイパッド１１の周囲に、リード部
１２が２つ設けられている点が異なるものであり、他の構成は上述した図１乃至図９に示
す実施の形態と略同一である。図１２において、図１乃至図９に示す実施の形態と同一部
分には同一の符号を付して、詳細な説明は省略する。
【００８１】
　すなわち図１２に示すリードフレーム１０ａおよび半導体装置５０において、ダイパッ
ド１１の周囲であって、ダイパッド１１を挟んで互いに対向する位置に、一対のリード部
１２が設けられている。また、ダイパッド１１の載置面１１ａに、深さが浅い第１凹部１
５と、第１凹部１５の中央に位置するとともに深さが深い第２凹部１６とからなる載置凹
部１４が形成されている。
【００８２】
　図１２において、半導体素子２１は一対の端子部２１ａを有しており、この一対の端子
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されている。
【００８３】
　本実施の形態によるリードフレームの製造方法および半導体装置の製造方法については
、それぞれ図６（ａ）－（ｆ）および図７（ａ）－（ｅ）を用いて説明した方法と略同様
であるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００８４】
　なお本実施の形態において、半導体装置５０は１つのダイパッド１１と２つのリード部
１２とを有している。しかしながらこれに限らず、半導体装置が２つ以上のダイパッド１
１および／または３つ以上のリード部１２を有していても良い。
【符号の説明】
【００８５】
　１０、１０ａ　リードフレーム
　１１　　　　ダイパッド
　１２　　　　リード部
　１４　　　　載置凹部
　１５　　　　第１凹部
　１６　　　　第２凹部
　１７　　　　アンカー溝
　１８　　　　補助接続部材
　２０、４０、５０　半導体装置
　２１　　　　半導体素子
　２２　　　　ボンディングワイヤ（導電部）
　２３　　　　外側樹脂部
　２４　　　　封止樹脂部
　２６　　　　取付材料
　３０　　　　樹脂付リードフレーム
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